


平成２０年度 

今冬のインフルエンザ総合対策について 
 

今年度の標語 

あ、その咳、そのくしゃみ 

～咳エチケットしてますか？～  
 

１．はじめに 
  本年度のインフルエンザ総合対策については、２００８年１１月１４日をキックオフデ

ーとし、＜あ、その咳、そのくしゃみ ～咳エチケットしてますか？～＞という標語を掲

げ、国及び都道府県、指定都市、保健所を設置する市及び特別区（以下「都道府県等」と

いう。）は、今冬のインフルエンザ対策に取り組んでいくこととする。 
 

２．具体的対策 

（１）インフルエンザ予防ポスターを作成し、電子媒体形式で提供 
   厚生労働省は、インフルエンザ予防のためのポスターの原画を作成し、インフルエン

ザホームページに電子媒体形式（ＰＤＦファイル等）画像ファイルで掲載（現在作成中）。

都道府県等においては、適宜活用（ダウンロード）し、医療機関、学校、職域等を始め

とした普及を図り、国民にインフルエンザ予防を呼びかける。 
 

（２）インフルエンザ“Ｑ＆Ａ”の作成・配布 
   厚生労働省と国立感染症研究所感染症情報センター、日本医師会感染症危機管理対策

室は、毎年インフルエンザの流行シーズンに寄せられる質問項目の中で、頻度の高いも

のを整理した上で、作成して公表する。 
 

（３）インフルエンザに関するホームページを開設 
厚生労働省のホームページに、インフルエンザに関する情報等を掲載した専用のペー

ジを開設する。 
 内容としては、インフルエンザ予防ポスター（ＰＤＦファイル等）、インフルエンザ

“Ｑ＆Ａ”、施設内感染予防の手引、インフルエンザに関する特定感染症予防指針、イ

ンフルエンザ発生状況等（発生動向情報、インフルエンザ様疾患報告情報）を逐次掲載

し、更新する。  
 



・厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp
  （http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html） 
 
（リンク） 
・国立感染症研究所感染症情報センターホームページ 

http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
 

ア 感染症法に基づくインフルエンザ患者発生状況の把握 
    各都道府県が選定した全国約５,０００箇所のインフルエンザ定点医療機関（約３,

０００箇所の小児科定点医療機関を含む）から報告されるインフルエンザの発生状況

について、オンラインで情報収集を行うとともに、 集められた情報を分析し、その

結果を「感染症発生動向調査週報（ＩＤＷＲ :Infectious Diseases Weekly Report）」
等を用いて提供・公開する。 

 
イ 学校におけるインフルエンザ様疾患発生状況把握（学級等閉鎖情報） 

全国の保育所・幼稚園、小学校、中学校等においてインフルエンザ様疾患による学

年・学校閉鎖が実施された場合に、その施設数及びその時点においてインフルエンザ

様疾患で休んでいる学童等の数を、各学校及び各都道府県教育担当部局の協力に基づ

き収集・分析し、その結果を毎週公表する。 
 

ウ インフルエンザ関連死亡の把握（関連死亡情報） 
インフルエンザの流行が死亡者数に与える影響について監視を行うため、１８指定

都市からの協力を得て、インフルエンザ関連死亡の把握を行うための調査を行う。 
 

（４）相談窓口の設置 
インフルエンザをはじめとした感染症の一般的予防方法、流行状況や予防接種の意義、

有効性、副反応等に関する国民の疑問に的確に対応するため、(株)保健同人社にインフ

ルエンザ等感染症に関する相談窓口を開設する。 
 
具体的な対応は以下のとおりとする。 
・ 開設時期 ：平成２０年７月１日（火）～ 平成２１年３月３１日（火） 
・ 対応日時 ：月曜日～金曜日（祝祭日除く）０９：３０～１７：００ 

・ 電話番号 ：０３－３２３４－３４７９ 

 

（５）予防接種について 
高齢者はハイリスクとして積極的に接種を勧奨すべきというのが国際的認識であり、

わが国においても６５歳以上の高齢者、６０～６４歳で心臓、じん臓若しくは呼吸器の

機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方については、予防接種法に基

づく接種を受けることが可能である。 

http://www.mhlw.go.jp/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/index.html
http://idsc.nih.go.jp/index-j.html


（６）ワクチン・治療薬等の確保 
ア インフルエンザワクチン 

今シーズンの供給予定量 ２，６３０万本（平成２０年９月１８日時点） 
（うち、４０万本を不足時の融通用として確保） 

イ 抗インフルエンザウイルス薬 
① タミフル（一般名：リン酸オセルタミビル 中外製薬） 

今シーズンの供給予定量９００万人分 
(ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ 75 及びﾀﾐﾌﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 3%の合計) 

② リレンザ（一般名：ザナミビル水和物 グラクソ・スミスクライン） 
今シーズンの供給予定量 ３００万人分 

ウ インフルエンザ抗原検出キット（迅速タイプ）の供給 
     今シーズンの供給予定量 約１，５００万人分（需要増に対応し増産が可能） 
 

（７）施設内感染防止対策の推進 
高齢者施設等のようにインフルエンザに罹患した場合の高危険群の者が多く入所し

ている施設においては、まず、施設内にインフルエンザウイルスが持ち込まれないよう

にすることが重要である。したがって、厚生労働省は日本医師会感染症危機管理対策室

とともに、インフルエンザウイルスの高齢者施設等への侵入の阻止と侵入した場合のま

ん延防止を目的とした標準的な手引書「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」を各

施設に普及していく。 
 なお、高齢者等の高危険群に属する者が多く入所している施設においてインフルエン

ザの流行が発生した場合には、都道府県等は、当該施設等の協力を得て調査を実施し、

感染拡大の経路、感染拡大の原因の特定などを行うことにより、施設内感染の再発防止

に役立てることが重要であり、国は、都道府県等から調査の実施に当たっての協力要請

があった場合には、積極的に対応する。また今年度も、特に高齢者施設の方については、

重点的に予防接種を勧奨する。 
   また医療機関についても、以下の手引き等を参考に、インフルエンザについての院内

感染防止に関する指導をいっそう徹底するよう努める。 
 

 医療機関における院内感染対策マニュアル作成のための手引き 等 
            ( http://www.nih-janis.jp/manual.html ) 
 

（８）その他 
ア 「咳エチケット」の普及啓発 

他の患者への感染拡大の防止のため、「咳エチケット」をキーワードとした普及啓

発活動を行い、マスクの着用や人混みにおいて咳をする際の注意点について呼びかけ

ることとする。 
 

「咳エチケット」 
○ 咳・くしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクを着用しましょう。マ

http://www.nih-janis.jp/manual.html


スクをもっていない場合は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそ

むけて１ｍ以上離れましょう。 

○ 鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。 
○ 咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。 
※ 咳エチケット用のマスクは、薬局やコンビニエンスストア等で市販されている不

織布（ふしょくふ）製マスクの使用が推奨されます。N95マスク等のより密閉性

の高いマスクは適していません。 

※ 一方、マスクを着用しているからといって、ウイルスの吸入を完全に予防でき

るわけではありません。 

※ マスクの装着は説明書をよく読んで、正しく着用しましょう。 
 
  イ 普及啓発資料 
    パンフレット等を活用し、インフルエンザ感染対策を推進する。 
 

 インフルエンザの基礎知識 
（ http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/file/File.html ) 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/file/File.html
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